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日本無人島アワード規約 

 

【アワード名】 日本無人島アワード（Japan Desert Islands Award）（JDIA） 

 

【発行者・管理者】 

 発行業務：蜻蛉アイランドフリーク（Akitsu Island Freak）JR0ZDR 

 

【発行年月日】 2011 年 8 月 1 日～ 

 

【受付け開始】 2011 年 7 月 1 日～ 

 

【ル ー ル】 

 蜻蛉アイランドフリーク作成の公開リスト掲載の無人島で運用する局と交信し、QSL カー

ドを得る。SWL は交信を受信し、SWL カードを得る。 

 1990 年以降の交信を有効とする。 

 カードには島名が明記されていれば良い。（島番号はカード記載の必須事項ではない） 

 アワード申請者で、無人島で運用した局はその島との交信が成立したものとみなす。運

用後に発行した交信証を同封し、リストには交信相手局１局を記載する事。 

 1990～2010 年に運用された無人島でリスト未掲載の島があれば、交信証の複写を同封し

てリスト掲載の島と合わせて申請できる。その後、リストに追加する。 

 1990 年以降の交信であれば、リスト掲載以前のカードも有効。 

 無人島は海洋（河口部含む）または湖沼（汽水湖含む）に在る、（財）日本離島センター

の「シマダス」、日外アソシエーツの「日本島嶼辞典」、国土地理院の「ウォッちず」のい

ずれかに掲載のある自然島を対象とする。 

 河口部以外の河川島や人工島は除外。架橋島、防波堤接続島、砂州・トンボロ接続島は

有効。埋立地続きは無効。 

 

【ク ラ ス】 

 それぞれ異なるアワードデザインの JDIA-10，50，100，200，300… 

JDIA-50 以上は 75,125,150,175…というように、25 島区切りでステッカーを発行する。 

 

【特   記】 



 CW か Phone のいずれかのみ 

 

【申 請 料】 

 JDIA-10，50，100，200，300…はそれぞれ 400 円定額小為替。ステッカーは１枚につき

100 円。 

 

【規約・リストなど】 

 アワード申請書、追加ステッカー申請書、島リストは HP( http://mujinto.jp/ )よりダ

ウンロードする。 

 

【リスト未掲載島の新番号付与について】 

１．運用実績のない無人島で運用し、新番号付与申請があれば、リストに追加する。2011

年 6 月以降は単に運用実績のない無人島で運用が行われた事実があっても、新番号付与申

請がされない限り、リストアップは行わない。 

２．リスト未登録島の新番号付与条件として、１未登録島につき 低 35QSO 以上を必須と

する。１回の運用で 35QSO が成立しなくても、複数回の運用のトータルで良い。 

３．新番号付与申請時には、35QSO 分のログの写し、上陸証明写真（人物写真でなくても、

運用風景を撮影したもので可）を同封する。 

４．リスト未登録島での新規運用は１日２島までを限度とする。但し、午前中のみ、また

は午後のみで２島は認めない。（１日で３島め以降、半日で２島め以降は無効とし、新番号

を付与しない。） 

５．新番号付与申請の際、「新規登録証」（認定証）の発行を希望する場合は１申請につき

申請料 400 円（定額小為替）を同封すること。 

※複数局運用をされ、人数分の新規登録証の発行を希望される場合は２局め以降をプラス

100 円ずつ申請料追加下さい。尚、この場合、35QSO 分のログの写しは運用者１局分のも

ので結構です。 

※また、複数島の同時登録申請をされ、１島１島別々の新規登録証を希望される場合も、

２島め以降をプラス 100 円ずつ申請料追加下さい。この場合は当然、 それぞれの島につき

35QSO 分のログの写しが必要になります。複数島の同時登録申請をされ、申請料 400 円の

み同封の場合は複数島を併記した新規登録証 を発行します。 

【申 請 先】 

 アワード・追加ステッカー・リスト未掲載島の新番号付与申請は 〒390-0313 松本市岡

田下岡田 151-4 澤谷 昌英宛 


